
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 現地案内費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：当社では、別荘用地の販売を始めまし

た。お客様を案内する場合の費用は、どのよ

うな取扱いになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

法人税では、顧客を現地に案内する場合の

費用は、法人の営業に係る費用と認められて

おり、交際費以外の費用にすることができる

こととなっています。 

このような取扱いがされる費用には、次の

ようなものがあります。 

①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に

当たり一般の顧客を現地に案内する場合

の交通費又は食事若しくは宿泊のために

通常要する費用 

②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行の

あっせんをするに当たって、旅行先の決定

等の必要上その団体の責任者等特定の者

を事前にその旅行予定地に案内する場合

の交通費又は食事若しくは宿泊のために

通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこ

れらの費用を負担した場合におけるその

負担した金額を含む) 

③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等

を招待する場合の交通費又は食事若しく

は宿泊のために通常要する費用 

④自社製品又は取扱商品に関する商品知識

の普及等のため得意先等に当該製品又は

商品の製造工場等を見学させる場合の交

通費又は食事若しくは宿泊のために通常

要する費用 
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